
品川区商店街地域交流支援事業助成金交付要綱 

 

制定 平成２１年９月１５日 区長決定 要綱第３９５号 

改正 平成２２年４月２３日 区長決定 要綱第 ７０号 

改正 平成２５年４月 １日 区長決定 要綱第１２２号 

改正 平成２７年３月１６日 部長決定 要綱第２５９号 

改正 令和 ２年４月 １日 区長決定 要綱第 ９３号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、商店街が近隣地域の支持と信頼を獲得するために地域のコミュニティ団

体と共同で実施する事業を支援することで、商店街の活性化とイメージアップを図ることを

目的とする。 

（助成対象者） 

第２条 この要綱に基づく品川区商店街地域交流支援事業助成金（以下「助成金」という。）

の交付を申請することができる者は、品川区商店街連合会とする。 

（助成対象事業） 

第３条 区長は、助成対象者が実施する別表に掲げる事業に対し、その事業に係る経費の一部

として、助成金を交付する。 

（助成金の対象経費） 

第４条 助成金の対象経費は、当該事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げるもの（以下

「助成対象経費」という。）とする。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、予算の範囲内において、別表に定める限度額と、助成対象経費に別表

の助成率を乗じた額（１千円未満の端数は切り捨て）を比較し、いずれか低い額とする。 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成金交付申請書（第１号様式）によ

り区長に提出しなければならない。 

（助成金の交付決定）   

第７条 区長は、前条の申請があった場合において、助成金を交付することを適当と認めると

きは、助成金交付決定通知書（第２号様式）により当該助成対象者（以下「助成事業者」と

いう。）に通知するものとする。 

２ 区長は､前項の決定に際して、必要な条件を付することができる。 

（助成事業の内容変更等） 

第８条 助成事業者は、事業の内容を著しく変更し、または助成事業を中止しようとするとき

は、あらかじめ変更等承認申請書（第３号様式）により区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請を受けた場合において、承認することを適当と認めるときは、変更等

承認決定通知書（第４号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

（遅延等の報告）  

第９条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しないときまたは助成事業の遂行が困



難となったときは、速やかに理由その他必要な事項を区長に報告し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

（非常災害の場合の処置） 

第10条 区長は、助成事業者が非常災害等により被害を受けたため助成事業の遂行が困難とな

ったときは、必要に応じ、特別な措置を指示するものとする。 

（実績報告）   

第11条 助成事業者は、助成事業が完了したとき（助成事業の廃止の承認を受けたときを含

む。）または助成金の交付決定日の属する会計年度が終了したときは、必要な書類等を添え

て、速やかに実績報告書（第５号様式）を区長に提出しなければならない。 

（助成金の額の確定） 

第12条 区長は、前条の報告があった場合において、助成事業の成果が助成金の交付決定の内

容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助

成金額確定通知書（第６号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により交付すべき助成金の確定額は、助成事業の実施に要した経費の額または

交付決定した助成金の額のうち、いずれか少ない額とする。 

（助成金の請求） 

第13条 助成事業者は、前条の通知を受けた場合には、速やかに請求書（第７号様式）を区長

に提出しなければならない。 

（助成金の概算払い） 

第14条 助成事業者は、前条の規定にかかわらず、助成金の概算払いを受けようとするときは、

概算払請求書（第８号様式）により区長に申請しなければならない。この場合において、第

12条の規定する助成金が確定したときは、速やかに助成金精算書（第９号様式）により精算

しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第15条 区長は、助成事業者が次の各号いずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部

または一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

 (2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

 (3) 助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

（契約の相手業者に対する処分） 

第16条 前条第１号に該当する行為に関与した請負または委託契約の相手業者は、その事実が

判明したときから１年間、助成事業の契約の相手業者となることができない。 

（助成金の返還） 

第17条 区長は、助成金の交付を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分

に関し、既に助成事業者に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じ

るものとする。 

２ 区長は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定をした場合において、既にその額

を超える額が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 

 



（違約加算金） 

第18条 区長は、第15条の規定により、この助成金の交付決定の全部または一部を取り消した

場合において、助成金の返還を命じたときは、助成金を受領した日から返還の日までの日数

に応じ、助成金の額（一部を返還した場合のその後の期間は既返還額を控除した額とす

る。）につき、年10.95％の割合で計算した違約加算金（100円未満は切り捨てるものとす

る。）を納付させるものとする。 

２ 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とす

る。 

（違約加算金の計算） 

第19条 助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前条第１項の適用については、

返還を命じた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じ

た額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さか

のぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。 

２ 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事業者の納付した

金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助

成金の額に充てるものとする。 

３ 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の

未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係わる違約加算金の基

礎となる未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。 

（資産処分承認等） 

第20条 助成事業者は、取得した資産または効用の増加した資産（以下「取得財産等」とい

う。）について台帳を設け、その保管状況を明らかにするとともに、助成事業の完了後にお

いても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的に従って、その効率的運

用を図るものとする。 

２ 助成事業者は、別に定める期日までの間、取得財産等のうち取得価格または効用の増加し

た価格が50万円以上のものを交付目的に反して使用し、貸し付け、譲渡し、交換し、または

債務の担保に供しようとするときは、あらかじめ資産処分承認申請書（第10号様式）を区長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 区長は、前項の承認をした場合において、助成事業者に取得財産等の処分により収入があ

るときは、既に交付している助成金の額を限度として、当該収入の全部または一部を納付さ

せることができる。 

４ 助成事業者は、助成事業の終了後５年間、常に助成事業の内容等を公開できるよう資料を

整備しなければならない。 

 

 

（助成金の経理等） 

第21条 助成事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整

理し、かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存し

なければならない。 



（検査） 

第22条 助成事業者は、区長が助成事業の運営および経理等の状況について検査を求めた  

ときは、これに応じなければならない。 

（適用） 

第23条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付については品川区補助金等交付規則（昭

和39年4月1日規則第4号）の規定を適用する。 

（委任） 

第24条 この要綱の施行について必要な事項は、別に地域振興部長が定める。 

 

  付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

 



別 表 

 

助成対象事業・経費 助成率 限度額 

１．地域ボランティア派遣   

イベントの実施にあたってのイベント

企画、会場設営、イベント出演等に係

るボランティア派遣 

 

１０／１０ １団体につき５０千円 

 

２．地域サポーター派遣   

（１）商店街運営にあたっての商店街

ＯＢ等のサポーター（品川区商店街

連合会への事前登録を要する）派遣 

※派遣回数は、１商店街につき年間

６回（小規模商店街については、 

年間１２回）を限度とする。 

１０／１０ １商店街につき月額２２千円 

 

 

（２）商店街運営にあたっての商店街

ＯＢ等のサポーター（品川区商店街

連合会への事前登録を要する）派遣

のうち、日々の商店街活動への支援

等の功績が特に顕著な者が当該サポ

ート活動を行う場合で、かつ、当該

サポート活動が商店街の活性化およ

びイメージアップ等に特に資すると

認められる場合の派遣 

※派遣回数は、１商店街につき年間

６回（小規模商店街については、

年間１２回）を限度とする。 

※商店街等から理由書等の提出を求

めるものとする。 

１０／１０ １商店街につき月額２０千円 

３．管理運営   

 １０／１０ ・４５０千円 

 

※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。 

 



第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

                       団体名                  

                        

      代表者 

           役職名・氏名              

                        

       住  所                 

 

 

  助成金交付申請書 

 

 

  下記のとおり助成金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 商店街振興事業名 商店街地域交流支援事業 

 

２ 事 業 名                          

 

３ 事 業 内 容   (1) 計画書 別紙１ 

 

                  (2) 予算書 別紙２ 

 

４ 担 当 者    (1) 氏 名 

 

                  (2) 連絡先 

                  電話番号 ： 

                  ＦＡＸ番号： 

                  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ： 

  

 



別紙１（第６条関係） 

 

１ 団体名 

２ 事業名 

３ 実施期間       年  月  日 から    年  月  日まで 

４ 実施場所 

５ 事業の具体的な内容 

 

 

 

 

６ 期待される効果 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２（第６条関係）   

 

                                     （単位：円） 

経費名称 数量 単 価 金 額 
  

備考 
対象経費 対象外経費 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合     計     

※「経費名称」欄 総事業費計 A 対象経費計 B   

   ①地域ボランティア派遣、②アドバイザー派遣、③管理運営費の順に記載願います 

 

 

助成対象経費 

（＝B） 

助成金交付申請額 Ｃ 

（＝B×助成率） 

団体負担額 Ｄ 

（＝A－C） 

   

  「助成金交付申請額 Ｃ」 

※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合、端数は切捨てとなります 

   ※算出した額が限度額を超過した場合、限度額が助成金交付申請額となります 

 

区 分 積立金 負担金 借入金 その他 

団体負担額Ｄの内訳     

 



第２号様式（第７条関係）  

                             文 書 番 号 

  年   月   日 

団体名 

代表者 

役職名・氏名         様 

 

 

品川区長            

 

 

助成金交付決定通知書 

 

 

 

年 月 日付で申請があった助成金の交付について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 商店街振興事業名     商店街地域交流支援事業 

 

 

２ 事 業 名                          

 

 

３ 交付決定金額                    円       

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

 

                       団体名                   

                       代表者 

           役職名・氏名              

                         

       住 所                  

 

 

変更等承認申請書 

 

 

 年  月  日付文書番号で助成金の交付決定の通知があった助成事業の内容を変更（＊

中止）したいので、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 商店街振興事業名     商店街地域交流支援事業 

 

 

２ 事 業 名                            

 

 

３ 変更（＊中止）の内容     

 

 

 

４ 変更（＊中止）の理由     

 

 



第４号様式（第８条関係） 

                             文 書 番 号 

  年   月   日 

 

団体名 

代表者 

役職名・氏名         様 

 

 

品川区長             

 

 

 

変更等承認決定通知書 

 

 

 年 月 日付で申請があった助成事業の内容の変更（＊中止）について、下記のとおり 

承認します。 

 

 

記 

 

 

１ 商店街振興事業名   商店街地域交流支援事業 

 

 

２ 事 業 名                          

 

 

３ 承認内容 

 

 

４ 付帯条件 

 



第５号様式（第１１条関係） 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

 

                       団体名                  

                        

      代表者 

           役職名・氏名              

                        

       住  所                 

 

 

 

 

実績報告書 

 

 

  年  月  日付文書番号で助成金の交付決定通知のあった助成事業が完了したので、

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 商店街振興事業名 商店街地域交流支援事業 

 

 

２ 事 業 名                        

 

 

３ 実施事業の報告       

 

（１） 別紙１ 実施報告書 

 

（２） 別紙２ 決算書 

 

 

 

 



別紙１（第１１条関係） 

 

 

１ 団体名 

２ 事業名 

３ 実施期間       年  月  日 から    年  月  日まで 

４ 実施場所 

５ 事業の具体的な内容 

 

 

 

６ 事業実施後の効果 

 

 

 



別紙２（第１１条関係）   

 

                                     （単位：円） 

経費名称 数量 単 価 金 額 
  

備考 
対象経費 対象外経費 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合     計     

※「経費名称」欄 総事業費計 A 対象経費計 B   

    ①地域ボランティア派遣、②アドバイザー派遣、③管理運営費の順に記載願います 

 

 

助成対象経費 

（＝B） 

助成金確定額 Ｃ 

（＝B×助成率） 

団体負担額 Ｄ   

（＝A－C） 

   

  ｢助成金確定額 C」 

※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合、端数は切捨てとなります 

   ※算出した額が助成金交付決定額を超過した場合、助成金交付決定額が助成金確定額となります 

  

 

区 分 積立金 負担金 借入金 その他 

団体負担額Ｄの内訳     

 

   



第６号様式（第１２条関係） 

                             文 書 番 号 

  年   月   日 

 

 

団体名            

代表者 

役職名・氏名         様 

 

品川区長           

 

 

助成金額確定通知書 

 

 

 

 年 月 日付文書番号で交付決定した助成金について、提出された実績報告書を審査した

結果、助成事業の成果が当該助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

られ、下記のとおり助成金の額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 商店街振興事業名    商店街地域交流支援事業 

 

 

２ 事 業 名                               

  

 

３ 助成金確定額 

 

 

（１） 交付決定金額                 円        

 

（２） 確定額                    円         



第７号様式（第１３条関係） 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

 

                       団体名                   

                        

      代表者 

           役職名・氏名               

                        

       住 所                               

 

 

 

請 求 書 

 

 

 

年 月 日付文書番号で確定額の通知があった助成金について、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 商店街振興事業名   商店街地域交流支援事業 

 

 

２ 事 業 名                            

 

 

３ 請求金額                      円      

 

 

 

 

 

 

 

 

                



第８号様式（第１４条関係）＊概算払の場合  

年  月  日 

 

品 川 区 長  様 

 

団体名          

                         代表者名         印 

住 所          

 

 

概算払請求書 

 

 

 年 月 日付文書番号をもって交付決定通知のあった事業について、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

１ 商店街振興事業名   商店街地域交流支援事業 

 

 

２ 事業名 

 

３ 概算払請求理由 

 

４ 請求額                円 

   （内訳） 

交付決定額           円 

概算払受領済額         円 

今回請求額           円 

残額              円 

 

 

 

 



第９号様式（第１４条関係）  

区 文 書 番 号 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  様 

 

 

                       団体名                 

                        

        代表者名                

                        

       住 所                 

 

 

 

  助成金精算書 

 

 

年 月 日付文書番号で確定額の通知があった事業が完了したので、下記のとおり精算  

します。 

 

 

記 

 

 

１ 商店街振興事業名     商店街地域交流支援事業 

 

 

２ 精算額等        （１） 精算額（確定額）         円 

 

（２） 交付決定額            円 

 

（３） 概算払受領額           円 

 

（４） 返還予定額            円 

 

（５） 追給予定額            円 

  

 

 

 



第１０号様式（第２０条関係） 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

団体名                  

                        

        代表者名                

                        

       住 所                 

 

 

 

財産処分承認申請書 

 

 

商店街地域交流支援事業助成金により取得した取得財産等の処分について、下記のとおり 

申請します。 

 

記 

 

 

１ 処分予定の取得財産等に係る事業の名称 

 

２ 処分予定の取得財産等の品目および取得年月日 

 

３ 処分予定の取得財産等の取得価格（効用の増加した価格）および時価 

 

４ 処分予定の取得財産等の設置場所 

 

５ 処分予定方法 

 

６ 処分予定理由 

 

 


